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第 １

教育訓練実施計画



１ 基本方針

『消防学校の教育訓練の基準』（平成 15年消防庁告示第３号）に基づき、静岡県消防学校の教育

訓練は、消防職員及び消防団員に対して、消防の責務を正しく認識させるとともに、社会情勢の変

化及び技術の進歩に的確に対応するため、県民から期待される水準において消防業務を適切、公正、

安全かつ能率的に遂行することができるよう、消防に関する知識及び技能を効率的に習得させ、学

術・技術の練磨、体力・気力の練成、規律の保持、協同精神の涵養を図り、即応態勢が取れる人材

の育成を目的とする。

また、災害に強い安全・安心な地域社会を作るため、消防防災関係者等に対する教育訓練を行い、

防火・防災意識の高揚を図るとともに、災害時に的確に対処できる基礎知識の習得に努める。

２ 教育目標

(1) 消防職員教育

ア 初任教育

(ｱ) 消防職員として必要な使命感及び協同精神の涵養並びに規律の厳守

(ｲ) 社会情勢に即応できる消防職員に必要な基礎的な知識及び技術の習得

(ｳ) 体力及び気力の練成並びに迅速な行動力の習得

イ 幹部教育

(ｱ) 幹部にふさわしい人格及び識見の涵養

(ｲ) 消防行政全般の高度な知識の習得並びに災害対応能力及び安全管理能力の向上

(ｳ) 消防組織の管理運営能力と部下育成に必要な指導力の習得

ウ 専科教育

(ｱ) 社会の変遷に即応できる高度で専門的な知識及び技術の習得

(ｲ) 活力ある組織づくりの原動力となり得る専門リーダーとしての資質の向上

エ 特別教育

(ｱ) 技術の進歩や社会情勢の変化等に応じた知識及び技術の習得

(ｲ) 資格取得に必要な知識及び技術の習得

(ｳ) 消防活動要領及び安全管理に関する知識の習得

(2) 消防団員教育

ア 幹部教育

(ｱ) 幹部にふさわしい人格及び識見の涵養

(ｲ) 指揮監督者としての職責の認識と災害時における指揮能力の習得

イ 専科教育

(ｱ) 社会の変遷に対応するために必要な専門的な知識及び技術の習得

(ｲ) 地域防災力強化のための教育訓練技法の習得

ウ 特別教育

(ｱ) 災害から地域住民を守る使命感及び責任感の涵養

(ｲ) 消防活動や地域防災に関する知識及び技術の習得

(3) 消防防災関係者等教育

ア 防火や防災に関する知識及び技術の習得並びに意識の高揚

イ 自衛消防や自主防災組織に関する活動の重要性の認識並びに知識及び技術の習得

ウ 事業所又は地域における防災教育の指導者として必要な知識及び技術の習得

－1－
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は
予

定
者

　
1
1
9
入

電
時

に
お

け
る

専
門

的
知

識
（

救
急

等
）

及
び

技
術

を
習

得
す

る
こ

と
。

1
8

実
践

的
大

規
模

災
害

対
応

講
習

第
７

回
2
/
5

(
水

)
～

2
/
7

(
金

)
　

原
則

と
し

て
警

防
業

務
従

事
者

及
び

緊
急

消
防

援
助

隊
の

登
録

隊
員

又
は

そ
の

予
定

者
　

大
規

模
災

害
発

生
時

に
お

い
て

必
要

な
、

情
報

収
集

能
力

及
び

指
揮

能
力

を
習

得
す

る
と

と
も

に
、

的
確

な
安

全
管

理
の

下
、

円
滑

に
活

動
が

遂
行

で
き

る
専

門
的

知
識

・
技

術
を

習
得

す
る

こ
と

。
1
9

初
級

幹
部

科
第

1
6
期

1
2
/
1
5

(
日

)
　

原
則

と
し

て
班

長
の

階
級

に
あ

る
者

　
消

防
団

初
級

幹
部

と
し

て
の

職
務

を
認

識
し

、
消

防
団

の
運

営
に

必
要

な
規

律
、

災
害

活
動

要
領

、
安

全
管

理
能

力
を

習
得

す
る

こ
と

。
2
0

指
揮

幹
部

科
現

場
指

揮
課

程
 

第
1
1
期

9
/
2
9

(
日

)
　

原
則

と
し

て
班

長
以

上
の

階
級

に
あ

る
者

　
大

規
模

災
害

時
に

お
け

る
現

場
指

揮
者

と
し

て
、

火
災

防
ぎ

ょ
等

に
係

る
的

確
な

現
場

指
揮

及
び

安
全

管
理

の
知

識
・

技
術

を
習

得
す

る
と

と
も

に
、

自
主

防
災

組
織

等
に

対
し

て
防

災
指

導
を

遂
行

で
き

る
能

力
を

備
え

る
こ

と
。

2
1

指
揮

幹
部

科
分

団
指

揮
課

程
 

第
1
0
期

1
2
/
8

(
日

)
　

原
則

と
し

て
部

長
以

上
の

階
級

に
あ

る
者

　
分

団
の

指
揮

者
と

し
て

の
職

責
を

自
覚

し
、

消
防

団
の

運
営

に
必

要
な

組
織

制
度

、
災

害
対

応
要

領
、

安
全

管
理

を
深

く
理

解
し

、
分

団
の

管
理

運
営

及
び

現
場

活
動

の
在

り
方

を
理

解
す

る
こ

と
。

2
2

専
科

教
育

警
防

科
第

1
9
期

1
1
/
2
4

(
日

)
　

団
員

と
し

て
概

ね
３

年
以

上
の

経
験

を
有

す
る

者
　

火
災

防
ぎ

ょ
に

関
す

る
専

門
的

知
識

及
び

行
動

原
則

を
を

理
解

し
、

災
害

現
場

に
お

い
て

中
核

的
な

活
動

を
遂

行
で

き
る

こ
と

。
2
3

災
害

対
策

講
習

第
2
1
回

1
/
2
6

(
日

)
　

一
般

消
防

団
員

　
大

規
模

災
害

対
策

の
中

心
と

な
る

消
防

団
員

の
心

構
え

と
災

害
時

の
専

門
的

知
識

、
行

動
等

を
認

識
、

体
験

す
る

こ
と

。
2
4

女
性

消
防

団
員

研
修

会
第

７
回

7
/
7

(
日

)
　

女
性

消
防

団
員

　
消

防
団

員
の

心
構

え
と

災
害

時
の

専
門

的
知

識
を

習
得

す
る

と
と

も
に

住
民

や
自

主
防

災
組

織
に

対
し

て
防

災
指

導
を

遂
行

で
き

る
能

力
を

備
え

る
こ

と
。

2
5

6
/
9

(
日

)
　

(
公

財
)
静

岡
県

消
防

協
会

各
支

部
の

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

タ
ー

　
(
公

財
)
静

岡
県

消
防

協
会

各
支

部
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
の

知
識

・
技

術
の

向
上

を
図

る
。

－

8
/
2
1

(
水

)
　

原
則

と
し

て
小

学
生

及
び

保
護

者
並

び
に

消
防

職
員

志
望

者
　

県
民

の
日

の
イ

ベ
ン

ト
と

し
て

、
消

防
学

校
で

の
各

種
体

験
を

通
じ

て
広

く
消

防
防

災
へ

の
理

解
を

深
め

る
。

－

1
0
/
2

(
水

)
～

1
0
/
4

(
金

)
　

県
新

規
採

用
職

員
　

大
規

模
災

害
対

策
の

中
心

と
な

る
県

職
員

の
心

構
え

と
災

害
時

に
お

け
る

規
律

あ
る

行
動

の
必

要
性

等
を

体
験

を
通

じ
て

理
解

す
る

こ
と

。
－

未
定

　
県

女
性

防
火

ク
ラ

ブ
連

絡
協

議
会

会
員

等
　

民
間

の
防

火
関

係
団

体
の

指
導

的
な

立
場

に
あ

る
者

と
し

て
災

害
時

の
対

応
行

動
等

を
体

験
を

通
じ

て
理

解
す

る
こ

と
。

－

　 （
注

）
　１
　

初
任

科
第

9
5
期

に
つ

い
て

 
(
1
)
 
７

月
８

日
（

月
）

～
７

月
1
2
日

（
金

）
を

実
務

研
修

と
す

る
。

 
(
2
)
 
８

月
1
6
日

（
金

）
、

2
2
日

（
木

）
及

び
2
3
日

（
金

）
の

３
日

間
を

夏
季

休
暇

と
す

る
。

３
　

　
 
実

　
施

　
計

　
画

　
表

教
育

訓
練
の

種
別

実
施

年
月
日

消
防

団
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
研

修
(

県
消

防
協

会
)

「
県

民
の

日
」

消
防

学
校

訓
練

体
験

県
新

規
採

用
職

員
研

修

民
間

防
火

組
織

指
導

者
消

防
学

校
体

験
入

校

幹
部

教
育

専
科

教
育

特
別

教
育

消 防 団 員 教 育

幹
部

教
育

特
別

教
育

消 防 防 災 関 係 者 等消 防 職 員 教 育

－2－



4
月

5
月

6
月

7月
8
月

9
月

1
0
月

1
1月

12
月

1月
2
月

3
月

初
任

科
第

9
5
期

4
/
4

(
木

)
～

9
/
2
5

(
水

)

水
難

救
助

科
第

3
2
期

6
/
2
5

(
火

)
～

7
/
1
2

(
金

)

救
助

科
第

4
1
期

1
0
/
1

(
火

)
～

1
0
/
2
9

(
火

)

潜
水

士
試

験
対

策
講

習
第

2
0
回

1
0
/
1

(
火

)

上
級

幹
部

科
第

2
3
期

1
0
/
7

(
月

)
～

1
0
/
9

(
水

)

初
級

幹
部

科
第

2
6
期

1
0
/
1
0

(
木

)
～

1
0
/
2
4

(
木

)

警
防

科
第

1
9
期

1
1
/
6

(
水

)
～

1
1
/
2
1

(
木

)

中
級

幹
部

科
第

3
8
期

1
1
/
1
2

(
火

)
～

1
1
/
2
1

(
木

)
　

女
性

消
防

吏
員

講
習

第
７

回
1
1
/
2
7

(
水

)
～

1
1
/
2
9

(
金

)

ホ
ッ

ト
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
講

習
第

３
回

1
2
/
4

(
水

)
～

2
/
1
9

(
水

)

火
災

調
査

科
第

4
9
期

1
2
/
9

(
月

)
～

1
2
/
2
0

(
金

)

救
急

科
第

3
4
期

1
/
7

(
火

)
～

2
/
2
8

(
金

)

指
令

セ
ン

タ
ー

員
講

習
第

７
回

1
/
1
4

(
火

)
～

1
/
1
7

(
金

)

実
践

的
大

規
模

災
害

対
応

講
習

第
７

回
2
/
5

(
水

)
～

2
/
7

(
金

)

予
防

査
察

・
危

険
物

科
第

９
期

2
/
2
5

(
火

)
～

3
/
1
3

(
木

)

女
性

消
防

団
員

研
修

会
第

７
回

7
/
7

(
日

)

指
揮

幹
部

科
現

場
指

揮
課

程
 

第
1
1
期

9
/
2
9

(
日

)

警
防

科
第

1
9
期

1
1
/
2
4

(
日

)

指
揮

幹
部

科
分

団
指

揮
課

程
 

第
1
0
期

1
2
/
8

(
日

)

初
級

幹
部

科
第

1
6
期

1
2
/
1
5

(
日

)

災
害

対
策

講
習

第
2
1
回

1
/
2
6

(
日

)

消
防

団
イ

ン
ス

ト
ラ

ク
タ

ー
研

修

(
県

消
防

協
会

)
-

6
/
9

(
日

)

「
県

民
の

日
」

消
防

学
校

訓
練

体
験

-
8
/
2
1

(
水

)

県
新

規
採

用
職

員
研

修
-

1
0
/
2

(
水

)
～

1
0
/
4

(
金

)

民
間

防
火

組
織

指
導

者
消

防
学

校
体

験
入

校
-

未
定

～

（
注

）
　１
　

初
任

科
第

9
5
期

に
つ

い
て

 
(
1
)
 
７

月
８

日
（

月
）

～
７

月
1
2
日

（
金

）
を

実
務

研
修

と
す

る
。

 
(
2
)
 
８

月
1
6
日

（
金

）
、

2
2
日

（
木

）
及

び
2
3
日

（
金

）
の

３
日

間
を

夏
季

休
暇

と
す

る
。

月
　

　
別

　
　

表

令
和
６
年

令
和
７

年
区
分

教
育

訓
練

の
種

別
実

施
年

月
日

消 防 団 員 教 育 消 防 防 災 関 係 者 等消 防 職 員 教 育

－3－



日
月

初
任
科

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

(日
）

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

水
難
救
助
科

1
1

2
3

4

(日
）

6
0

6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

6
6

6
7

6
8

6
9

7
0

7
1

7
2

7
3

7
4

7
5

7
6

7
7

7
8

7
9

8
0

8
1

5
6

7
8

9
1

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

県
民
の
日

8
2

8
3

8
4

8
5

8
6

8
7

8
8

8
9

9
0

9
1

9
2

9
3

9
4

9
5

9
6

9
7

9
8

9
9

(日
）

1
0
0

1
0
1

1
0
2

1
0
3

1
0
4

1
0
5

1
0
6

1
0
7

1
0
8

1
0
9

1
1
0

1
1
1

1
1
2

1
1
3

1
1
4

1
1
5

1

救
助
科

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

潜
水
士

上
級
幹
部
科

初
級
幹
部
科

1
1

2
3

1
2

3
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

警
防
科

(日
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

団
警
防

1
2

3

中
級
幹
部
科

1
2

3
4

5
6

7
8

1

(日
）
火
災
調
査
科

(日
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

ホ
ッ
ト

ホ
ッ
ト

1
1

（
日
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

ホ
ッ
ト

指
令
セ
ン
タ
ー
員
講
習

ホ
ッ
ト

ホ
ッ
ト

1
2

3
4

（
リ
モ
ー
ト
）

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

ホ
ッ
ト

ホ
ッ
ト

ホ
ッ
ト

予
防
査
察
・
危
険
物
科

1
2

3
1

2
3

4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

日
　

　
程

　
　

表

実
務
研
修

第
2
回
野
外
訓
練

第
2
回
野
外
訓
練

（
予
備
日
）

校
外
研
修

県
新
規
採
用
職
員
研
修

女
性
吏
員
講
習

救
急
科
（
1
/
7
～
2
/
1
0
リ
モ
ー
ト
）

（
入
寮
）

（
入
寮
）

病
院
実
習
・
救
急
車
同
乗
実
習

実
践
的
大
規
模
講
習

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

4
(土
）

(日
）

(土
）

(日
）

(土
）

(日
）

(土
）

(日
）

昭
和

の
日

5
憲
法

記
念
日

み
ど
り

の
日

（
土
）

こ
ど
も

の
日

（
日
）

振
替

休
日

(土
）

(日
）

(土
）

(日
）

(土
）

(日
）

6
(土
）

(日
）

(土
）

(土
）

(日
）

(土
）

(日
）

(土
）

(日
）

団
ｲ
ﾝ
ｽ
ﾄﾗ

ｸ
ﾀ
ｰ
研
修

7
(土
）

(土
）

(日
）

海
の
日

(土
）

(日
）

(土
）

(日
）

女
性

消
防
団

8
(土
）

(日
）

(土
）

山
の
日

(日
）

振
替

休
日

夏
季

休
暇

(土
）

(日
）

夏
季

休
暇

夏
季

休
暇

(土
）

(日
）

(土
）

9
(日
）

(土
）

(日
）

(土
）

(日
）

敬
老

の
日

(土
）

秋
分

の
日

(日
）

振
替

休
日

(土
）

団
現
場

指
揮

1
0

(土
）

(日
）

(土
）

(日
）

ス
ポ
ー
ツ

の
日

(土
）

(日
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）
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）
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の
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）
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）
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策
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）

(日
）

(土
）

(日
）
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国

記
念

の
日

(土
）

(日
）

(土
）

天
皇

誕
生
日

(日
）

振
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休
日
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(土
）

(日
）
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）

(日
）

(土
）

(日
）

春
分

の
日

(土
）

(日
）

(土
）

(日
）
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第 ２

教育訓練実施要領



１ 消防職員教育

（１）初任教育 初任科（第 95 期）

１ 教育期間 令和６年４月４日(木)～９月 25日(水) 教育日数 115 日

(1) 実務研修 ７月８日（月）～７月 12日（金）

(2) 夏季休暇 ８月 16日（金）、22 日（木）及び 23 日（金）

２ 入校資格 新たに消防職員に採用された者（未受講者を含む。）

３ 入校受付 令和６年４月４日(木) 午前８時 15分～９時

４ 教育訓練科目(予定)

５ 修了式等

(1) 修了式は、最終日の午前 10時から実施する。

(2) 所定の教科目を修了した者には、修了証書を交付する。

(3) 修了者の該当消防本部（局）に対して、教育訓練結果通知書（効果測定・体力測定・取得

資格）を送付する。

６ その他

(1) 入校中、危険物取扱者試験乙種第４類を受験する（P30 参照）。

(2) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(3) 校内への車両乗り入れは、公用車のみとする。

(4) 面会は所属長以外厳禁とする。

区分 教 科 目 時間数 区分 教 科 目 時間数

基

礎

教

育

倫理（ハラスメント等） ５

実

科

訓

練

訓練礼式 48

消防法 11 消防活動訓練 82

法学基礎 ９ 救助訓練 50

消防組織制度 ９ 機器取扱訓練 54

服務と勤務 27 消防活動応用訓練 85

理化学 15 体育 45

小 計 76 小 計 364

実

務

教

育

予防広報 20
そ

の

他

実務研修 35

危険物 10 選択研修（情操含む。） 44

消防用設備 12 行事その他 68

査察 26 小 計 147

建築 10 合 計 801

安全管理 14 ※ 効果測定は教科目時間数に含む。

火災防ぎょ 26

火災調査 15

救急 44

消防機械・ポンプ 10

特殊災害と保安 10

防災 17

小 計 214

－5－



（２）幹部教育 初級幹部科（第 26期）

１ 教育期間 令和６年 10 月 10 日(木)～10 月 24 日（木） 教育日数 10 日

２ 入校資格 原則として消防司令補の階級にある者又は消防士長の階級で部隊の長にある者

３ 入校受付 令和６年 10 月 10 日(木) 午前８時 30 分～９時

４ 教育訓練科目（予定）

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 事例研究については別途通知する。

(3) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(4) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(5) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(6) 面会は所属長以外厳禁とする。

(7) 盛夏服は、長袖、ネクタイ及び白手袋を持参すること。

教 科 目 時間数

講話 １

訓練礼式 １

消防時事 ８

消防財政 ２

人事業務管理（ハラスメント・コンプライアンス） 12

安全管理 12

現場指揮 18

事例研究 14

行事その他 ２

合 計 70

－6－



（３）幹部教育 中級幹部科（第 38期）

１ 教育期間 令和６年 11 月 12 日(火)～11 月 21 日(木) 教育日数８日

２ 入校資格 原則として消防司令の階級にある者又は消防司令補の階級で管理を職務とする者

３ 入校受付 令和６年 11 月 12 日(火) 午前８時 30 分～９時

４ 教育訓練科目(予定)

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 事例研究については別途通知する。

(3) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(4) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(5) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(6) 面会は所属長以外厳禁とする。

教 科 目 時間数

講話 １

訓練礼式 １

消防時事 ８

消防財政 ２

人事業務管理（ハラスメント・コンプライアンス等） 10

安全管理 ５

現場指揮 23

事例研究 ４

行事その他 ２

合 計 56

－7－



（４）幹部教育 上級幹部科（第 23期）

１ 教育期間 令和６年 10 月７日(月)～10 月９日(水) 教育日数３日

２ 入校資格 署長等の管理監督者で、原則として消防司令長以上の階級にある者

３ 入校受付 令和６年 10 月７日(月) 午前８時 30分～９時

４ 教育訓練科目(予定)

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 事例研究については別途通知する。

(3) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(4) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(5) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(6) 盛夏服は長袖を持参すること（制帽、ネクタイ及び白手袋は不要）。

教 科 目 時間数

管理職の役割 ２

人事管理 ４

業務管理（消防行政） ２

危機管理 ３

報道対応 ２

事例研究 ３

訴訟問題と対応 ３

行事・その他 ２

合 計 21

－8－



（５）専科教育 警防科（第 19 期）

１ 教育期間 令和６年 11 月６日（水）～11 月 21 日（木） 教育日数 12日

２ 入校資格 警防業務従事者で、原則として消防士長又は消防司令補の階級で隊長クラスにあ

る者

３ 入校受付 令和６年 11 月６日（水） 午前８時 30 分～９時

４ 教育訓練科目（予定）

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(3) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(4) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(5) 面会は所属長以外厳禁とする。

教 科 目 時間数

警防対策 ９

消防戦術（指揮を含む）と安全管理 33

実技訓練（消防活動要領、指揮要領） 37

効果測定 １

行事その他 ４

合 計 84

－9－



（６）専科教育 予防査察・危険物科（第９期）

１ 教育期間 令和７年２月 25 日(火)～３月 13日(木) 教育日数 13日

２ 入校資格 予防若しくは査察業務従事者又は危険物業務従事者若しくは予定者で、原則とし

て消防士長以上の階級にある者

３ 入校受付 令和７年２月 25 日(火) 午前８時 30分～９時

４ 教育訓練科目(予定)

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 事例研究については別途通知する。

(3) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(4) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(5) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(6) 面会は所属長以外厳禁とする。

教 科 目 時間数

講話 １

予防査察・危険物行政の現状と課題 ２

消防同意 ６

査察 24

危険物規制 21

危険物化学 ５

違反処理 14

査察実習 ７

事例研究 (査察・危険物) ５

効果測定 (査察・危険物) ２

行事・その他 ４

合 計 91

－10－



（７）専科教育 火災調査科（第 49期）

１ 教育期間 令和６年 12 月９日(月)～12 月 20 日(金) 教育日数 10日

２ 入校資格 火災調査業務従事者又は予定者で、原則として消防士長以上の階級にある者

３ 入校受付 令和６年 12 月９日(月) 午前８時 30分～９時

４ 教育訓練科目(予定)

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 事例研究については別途通知する。

(3) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(4) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(5) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(6) 面会は所属長以外厳禁とする。

教 科 目 時間数

講話 １

原因調査関係法規 ６

原因調査 20

損害調査 ２

鑑識(鑑定) ７

調査実習 10

調査書類 17

事例研究 ２

効果測定 １

行事その他 ４

合 計 70

－11－



（８）専科教育 救急科（第 34 期）

１ 教育期間 令和７年１月７日(火)～２月 28日(金) 教育日数 36 日

（入寮期間は、令和７年２月 12日（水）～２月 21日（金））

２ 入校資格 新規救急業務従事者で、原則として初任科修了後３年以上経過した者（３年未満

であっても配置等でやむを得ないときは、事前に調整する。）

３ 入寮受付 令和７年２月 12 日（水） 午前８時 30 分～９時

４ 教育訓練科目(予定)

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(3) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(4) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(5) 面会は所属長以外厳禁とする。

教 科 目 時間数

救急業務及び救急医学の基礎 45

応急処置の総論 70

病態別応急処置 51

特殊病態別応急処置 28

効果測定 ２

実習及び行事 56

合 計 252

－12－



（９）専科教育 救助科（第 41 期）

１ 教育期間 令和６年 10 月１日(火)～10 月 29 日(火) 教育日数 20日

２ 入校資格 救助業務従事者

３ 入校受付 令和６年 10 月１日(火) 午前８時 30分～９時

４ 教育訓練科目(予定)

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 課題研究については別途通知する。

(3) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(4) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(5) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(6) 面会は所属長以外厳禁とする。

(7) 盛夏服は、長袖、ネクタイ及び白手袋を持参すること。

教 科 目 時間数

講話 １

安全管理 18

災害救助対策 13

救急 ３

救助器具取扱訓練 21

救助訓練 38

総合訓練 35

課題研究 ４

効果測定 １

行事その他 ６

合 計 140
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（10）特別教育 水難救助科（第 32期）

１ 教育期間 令和６年６月 25 日(火)～７月 12日(金) 教育日数 14日

２ 入校資格 水難救助業務従事予定者又は従事経験の少ない者で、潜水訓練に際し耳抜きが正

常に行える者。

３ 入校受付 令和６年６月 25 日(火) 午前８時 30分～９時

４ 教育訓練科目(予定)

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 事例研究については別途通知する。

(3) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(4) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(5) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(6) 面会は所属長以外厳禁とする。

(7) 盛夏服は、長袖、ネクタイ及び白手袋を持参すること。

教 科 目 時間数

潜水理論 ５

潜水計画立案 ２

潜水安全管理 ５

水難救助対策 15

スキンダイビング 11

スクーバダイビング 22

応用訓練 ７

総合訓練 ７

河川における急流救助 14

事例研究 ２

効果測定 ２

行事・その他 ６

合 計 98
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（11）特別教育 潜水士試験対策講習（第 20回）

１ 教育期間 令和６年 10 月１日(火) 教育日数１日

２ 入校資格 原則として水難救助業務従事予定者

３ 入校受付 令和６年 10 月１日(火) 午前８時～８時 15 分

４ 教育訓練科目（予定）

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 登下校時及び受講時はスーツ等を着用すること。

(3) 登下校時は公共交通機関を利用すること。

(4) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

教 科 目 時間数

関係法令、潜水業務 ３

送気、潜行、高気圧障害 ４

合 計 ７
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（12）特別教育 女性消防吏員講習（第７回）

１ 教育期間 令和６年 11 月 27 日(水)～11 月 29 日（金） 教育日数３日

２ 入校資格 女性消防吏員

３ 入校受付 令和６年 11 月 27 日(水) 午前８時 30 分～９時

４ 教育訓練科目（予定）

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 事例研究については別途通知する。

(3) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(4) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(5) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(6) 面会は所属長以外厳禁とする。

教 科 目 時間数

安全管理 １

現場指揮 １

女性活躍推進 ２

事例研究 ３

火災防ぎょ ２

実技訓練（実火災体験型訓練等） 10

行事・その他 ２

合 計 21

－16－



（13）特別教育 ホットトレーニング講習（第３回）

１ 教育期間 令和６年 12 月４日(水)～令和７年２月 19日（水） 教育日数 半日

２ 入校資格 消防吏員。ただし、令和元年度以降に本校でホットトレーニングを体験した者並

びに令和６年度初任科、初級幹部科、中級幹部科、警防科、救助科及び女性消防

吏員講習の入校予定者を除く。

３ 入校受付

(1) 午前班 各講習日 午前８時 30 分～９時

(2) 午後班 各講習日 午後１時～１時 30分

４ 教育訓練科目（予定）

５ 服装・携行品

(1) 受講中の服装は、活動服又は救助服とする。

(2) 携行品は、共済組合員証、筆記用具、洗面用具（ボディーソープ、シャンプー等）、ヘル

メット、防火衣、防火ズボン、防火手袋、防火帽、防火長靴、防火フード（支給のある所属

のみ）及び上履用サンダルとする。

６ その他

(1) 消防吏員数の割合に応じて按分した各消防本部（局）の入校生数上限に基づき、各消防本

部（局）に入校者数及び入校日を別途通知する。

(2) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(3) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(4) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

日時 午前 午後

令和６年12 月４日(水) １班 ２班

令和６年12 月 11 日(水) ３班 ４班

令和７年１月８日(水) ５班 ６班

令和７年１月 22日(水) ７班 ８班

令和７年１月 29日(水) ９班 10 班

令和７年２月４日(火) 11 班 12 班

令和７年２月 12日(水) 13 班 14 班

令和７年２月 19日(水) 15 班 16 班

教 科 目 時間数

濃煙熱気実火災訓練 ３

合 計 ３
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（14）特別教育 指令センター員講習（第７回）

１ 教育期間 令和７年１月 14 日(火)～１月 17日（金） 教育日数４日

２ 入校資格 消防指令センター業務従事者又は予定者（救急未資格者を含む。）

３ 入校受付 令和７年１月 14 日(火) 午前８時 30分～９時

４ 教育訓練科目（予定）

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 事例研究については別途通知する。

(3) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(4) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(5) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(6) 面会は所属長以外厳禁とする。

教 科 目 時間数

医学教育（通信指令員に必要な医学的知識） ２

図上訓練 ３

火災対応（情報聴取要領） ２

指令員に対する教育・ヒヤリハット事案 ４

通信コミュニケーション・個人情報・

報道対応・口頭指導
３

模擬訓練（口頭指導・緊急度判定・各種想定） ９

事例研究 ３

行事その他 ２

合 計 28
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（15）特別教育 実践的大規模災害対応講習（第７回）

１ 教育期間 令和７年２月５日(水)～２月７日（金） 教育日数３日

２ 入校資格 原則として警防業務従事者及び緊急消防援助隊の登録隊員又はその予定者

３ 入校受付 令和７年２月５日(水) 午前８時 30分～９時

４ 教育訓練科目（予定）

５ その他

(1) 修了者の該当消防本部（局）に対して、修了通知書を送付する。

(2) 登下校時はスーツ等を着用し、公共交通機関を利用すること。

(3) 校内への車両乗入れは、公用車のみとする。

(4) 公用車、自家用車等により通学させる場合、通学届（P46 参照）を提出すること。

(5) 面会は所属長以外厳禁とする。

教 科 目 時間数

大規模災害対応（応援受援体制） ４

緊急消防援助隊（応援受援計画） ３

土砂災害対応 ２

大規模災害図上訓練 ４

集団救急事故対応 ３

テロ災害・多数傷病者対応 ４

行事その他 １

合 計 21
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２ 消防団員教育

（１）幹部教育 初級幹部科（第 16期）

１ 教育期間 令和６年 12 月 15 日（日） 教育日数１日

（座学については、事前にｅラーニングで受講）

２ 入校資格 原則として班長の階級にある者

３ 入校受付 令和６年 12 月 15 日（日） 午前８時 20分～８時 50 分

４ 教育訓練科目（予定）

５ 結果通知

所定の教科目を修了した場合、消防団長に修了通知書を送付する。

６ 服装・携行品

(1) 服装は、消防団の活動服又は作業服とする。

(2) 携行品は、健康保険証、筆記用具、防寒具、雨具（雨天の場合）、上履用サンダル、編上靴

又は長靴、ヘルメット、アポロキャップ及び革手袋とする。

７ その他

(1) 当該課程を修了した者には、修了証を交付する。

(2) 昼食は本校で用意する（自己負担はありません。）。

(3) 終了は、概ね午後４時 30 分とする。

教 科 目 時間数 備 考

講話 １ eラーニング

訓練礼式
１

１ eラーニング

現場指揮 ２

防災
２

１ eラーニング

防災指導要領
１

0.5 e ラーニング

安全管理 1.5 e ラーニング

行事その他 １

合 計 12
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（２）幹部教育 指揮幹部科 現場指揮課程（第 11 期）

１ 教育期間 令和６年９月 29 日(日) 教育日数１日

（座学については、事前にｅラーニングで受講）

２ 入校資格 原則として班長以上の階級にある者

３ 入校受付 令和６年９月 29 日(日) 午前８時～８時 30 分

４ 教育訓練科目（予定）

５ 結果通知

所定の教科目を修了した場合、消防団長に修了通知書を送付する。

６ 服装・携行品

(1) 服装は、消防団の活動服又は作業服とする。

(2) 携行品は、健康保険証、筆記用具、雨具（雨天の場合）、上履用サンダル、編上靴又は長靴、

ヘルメット、保護めがね又はゴーグル及び革手袋とする。

７ その他

(1) 当該課程を修了した者には、修了証を交付する。

(2) 現場指揮課程及び分団指揮課程の両課程を修了した者は、指揮幹部科の修了を認定し、修

了証及びき章を交付する。

(3) 本課程は、消防団員指導員研修と同時開催とし、修了した者は指導員章を交付する。

(4) 昼食は本校で用意する（自己負担はありません。）。

(5) 終了は、概ね午後５時 30 分とする。

教 科 目 時間数 備 考

講話、現場指揮 ２ eラーニング

火災防ぎょ訓練 ２

水災活動・避難誘導 ２ eラーニング

安全管理 １ eラーニング

災害情報収集（ドローン講習含む） １ eラーニング

地域防災指導訓練 １

救助、救命訓練 ４

行事その他 １

合 計 14
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（３）幹部教育 指揮幹部科 分団指揮課程（第 10期）

１ 教育期間 令和６年 12 月８日(日) 教育日数１日

（座学については、事前にｅラーニングで受講）

２ 入校資格 原則として部長以上の階級にある者

３ 入校受付 令和６年 12 月８日(日) 午前９時～９時 30 分

４ 教育訓練科目（予定）

５ 結果通知

所定の教科目を修了した場合、消防団長に修了通知書を送付する。

６ 服装・携行品

(1) 服装は、消防団の活動服又は作業服とする。

(2) 携行品は、健康保険証、筆記用具及び上履用サンダルとする。

７ その他

(1) 当該課程を修了した者には、修了証を交付する。

(2) 現場指揮課程及び分団指揮課程の両課程を修了した者は、指揮幹部科の修了を認定し、修

了証及びき章を交付する。

(3) 昼食は本校で用意する（自己負担はありません。）。

(4) 終了は、概ね午後３時 30 分とする。

教 科 目 時間数 備 考

講話 １ eラーニング

安全管理 １ eラーニング

消火戦術（常備消防との共通認識） １ eラーニング

指揮訓練 ２

防災（消防団の役割） ２ eラーニング

指揮・現場連携（グループディスカッション） ２

行事その他 １

合 計 10
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（４）専科教育 警防科（第 19 期）

１ 教育期間 令和６年 11 月 24 日(日) 教育日数１日

（座学については、事前にｅラーニングで受講）

２ 入校資格 団員として概ね３年以上の経験を有する者

３ 入校受付 令和６年 11 月 24 日(日) 午前８時～８時 30分

４ 教育訓練科目（予定）

５ 結果通知

所定の教科目を修了した場合、消防団長に修了通知書を送付する。

６ 服装・携行品

(1) 服装は、消防団の活動服又は作業服とする。

(2) 携行品は、健康保険証、筆記用具、防寒具、雨具（雨天の場合）、上履用サンダル、編上靴

又は長靴、ヘルメット及び革手袋とする。

７ その他

(1) 昼食は本校で用意する（自己負担はありません。）。

(2) 終了は、概ね午後５時とする。

教 科 目 時間数 備 考

火災防ぎょ ５

防災 ２ eラーニング

安全管理 ２ eラーニング

事例研究 ２

行事その他 １

合 計 12

－23－



（５）特別教育 災害対策講習（第 21回）

１ 講 習 日 令和７年１月 26 日(日) 教育日数１日

２ 入校資格 一般消防団員

３ 入校受付 令和７年１月 26 日(日) 午前９時～９時 30 分

４ 教育訓練科目（予定）

５ 結果通知

所定の教科目を修了した場合、消防団長に修了通知書を送付する。

６ 服装・携行品

(1) 服装は、消防団の活動服又は作業服とする。

(2) 携行品は、健康保険証、筆記用具、防寒具、雨具（雨天の場合）、上履用サンダル、編上靴

又は長靴、ヘルメット及び革手袋とする。

７ その他

(1) 昼食は本校で用意する（自己負担はありません。）。

(2) 終了は、概ね午後４時 15 分とする。

教 科 目 時間数

災害対策（座学） ２

災害活動訓練（実科）（ドローン概要を含む） ３

行事その他 １

合 計 ６

－24－



（６）特別教育 女性消防団員研修会（第７回）

１ 講 習 日 令和６年７月７日（日） 教育日数１日

２ 入校資格 女性消防団員

３ 入校受付 令和６年７月７日（日） 午前９時～９時 30分

４ 教育訓練科目（予定）

５ 結果通知

所定の教科目を修了した場合、消防団長に修了通知書を送付する。

６ 服装・携行品

(1) 服装は、消防団の活動服又は作業服とする。

(2) 携行品は、健康保険証、筆記用具、雨具（雨天の場合）、上履用サンダル、編上靴又は長靴、

ヘルメット及び革手袋とする。

７ その他

(1) 昼食は本校で用意する（自己負担はありません。）。

(2) 終了は、概ね午後３時 40 分とする。

教 科 目 時間数

防災（座学） ２

災害活動訓練（座学） １

災害活動訓練（実科） ２

合 計 ５
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３ 入校時携行品一覧表

携 行 品

教 育 訓 練 名

携 行 品

制
服
・
制
帽
・
白
手
袋
・
黒
短
靴

消
防
手
帳
・
共
済
組
合
員
証

筆
記
用
具
・
ノ
ー
ト

洗
面
用
具
・
日
用
品
・
体
温
計
・

上
履
用
サ
ン
ダ
ル
・
常
備
薬

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ウ
エ
ア
（
注
１
）

ア
ポ
ロ
キ
ャ
ッ
プ
・
運
動
靴

黒
又
は
紺
靴
下

活

動

服

救

助

服

ヘ
ル
メ
ッ
ト
・
編
上
靴
・
革
手
袋

防
火
衣
一
式
（
注
２
）

基
本
六
法

（
又
は
消
防
関
係
法
規
集
）

そ

の

他

消

防

職

員

教

育

初

任

教

育

初 任 科 注３ ◯ ◯ ◯ 注３ ○ ◯ ◯ 注４ ◯
（
中
古
可
）

印鑑

裁縫道具

携帯ラジオ

非常食(７日分)

ﾘｭ ｯ ｸ ｻ ｯ ｸ(注５)

カッパ・ライト

幹
部
教
育

初 級 幹 部 科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注６ カッパ

中 級 幹 部 科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 注６ 注６

上 級 幹 部 科 注７ ◯ ◯ ◯ 注７ ◯

専

科

教

育

警 防 科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ カッパ

予防査察・危険物科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

火 災 調 査 科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ 注８

救 急 科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 実習用室内靴

救 助 科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ 注８

特

別

教

育

水 難 救 助 科 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
潜水器材一式、ﾌｨﾝｽﾄﾗｯ

ﾌﾟ予備、水着

潜水士試験対策講習 ◯ 上履用サンダル

女性消防吏員講習 注９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯ カッパ、ヘッドライト

ﾎｯﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ講習 １消防職員教育 (13)ﾎｯﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ講習(P17)携行品参照

指令センター員講習 注９ ○ ○ ○ ○ ○

実 践 的 大 規 模

災 害 対 応 講 習
注９ ○ ○ ○ ○ ○

消

防

団

員

教

育

幹
部
教
育

初 級 幹 部 科 ２消防団員教育 (1)初級幹部科(P20)携行品参照

指 揮 幹 部 科

現 場 指 揮 課 程

（消防団員指導員研修）

２消防団員教育 (2)現場指揮課程(P21)携行品参照

指 揮 幹 部 科

分 団 指 揮 課 程
２消防団員教育 (3)分団指揮課程(P22)携行品参照

専科

教育
警 防 科 ２消防団員教育 (4)警防科 (P23)携行品参照

特別

教育

災 害 対 策 講 習 ２消防団員教育 (5)災害対策講習(P24)携行品参照

女性消防団員研修会 ２消防団員教育 (6)女性消防団員研修会(P25)携行品参照
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＊ 携行品は、所属及び氏名を記載すること。

＊ 各教育訓練において、上記のほか携行品が必要となる場合別途通知する。

注１ トレーニングウエアは、長ズボンとする。なお、ハーフパンツが必要な場合は別途指示する。

注２ 防火衣一式とは、防火衣、防火ズボン、防火手袋、防火帽、墜落制止用器具、防火長靴のうち、所

属が支給するもの。

なお、防火フードが支給されている場合は防火フードを含む。

注３ 白手袋及びアポロキャップは除く。

注４ 革手袋は除く。

注５ リュックサックは、65 ㎜ホース１本収納可能なもの。※容積は概ね 70Ｌ以上

（参考）

注６ カリキュラム確定後、詳細を通知する。

注７ 制帽、白手袋、黒短靴、アポロキャップ及び運動靴は除く。

注８ 別途、担当より詳細を通知する。

注９ 消防手帳は除く。
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開始時間 終了時間 開始時間 終了時間

起床、日朝点呼準備 6時30分

日朝点呼及び体育 6時50分 7時20分

朝　　食 7時30分

自室清掃、授業準備 7時50分

日直・寮直交代 9時00分 8時20分

通常点検（指定日） 8時30分 8時50分

第１時限 9時20分 10時10分 9時00分 9時50分

第２時限 10時20分 11時10分 10時00分 10時50分

第３時限 11時20分 12時10分 11時00分 11時50分

昼　　食 12時20分 12時00分

休　　憩 12時50分 12時30分

第4時限 13時20分 14時10分 13時00分 13時50分

第5時限 14時20分 15時10分 14時00分 14時50分

第6時限 15時20分 16時10分 15時00分 15時50分

第7時限 16時20分 17時10分 16時00分 16時50分

夕　　食 17時30分 17時20分

校内清掃 18時00分 17時50分

課外活動 18時20分 18時10分

日夕点呼

センサーチェック

消灯、就寝

登校日日課 通常日課
日課内容

21時45分

22時20分

22時30分

（注）  1時限は原則として50分とする。

４ 日 課
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第 ３

入校手続要領



１ 入校手続き

(1) 入校者の選定

消防長又は消防団長は、「第２ 教育訓練実施要領」に定める入校資格に適合する者の中か

ら推薦者を選定し、入校関係書類を提出する。

(2) 入校、退校等の手続きに関する提出書類

ア 「入校推薦書」···············································【様式第１号】

イ 「入校推薦書(消防団員用)」·······························【様式第１号の２】

ウ 「身上調書」·················································【様式第２号】

エ 「意見書」···················································【様式第３号】

オ 「入校辞退届」···············································【様式第７号】

カ 「入校辞退者・入校決定者の変更申請」·····················【様式第７号の３】

キ 「退校届」··················································【様式第 11号】

ク 「顔写真台紙」······················································【P45】

ケ 「通学届」··························································【P46】

コ 「初任科支給品サイズ調査表」···································【P47～P48】

サ 「職員健康診断書（写）」····················【各所属の職員健康診断書の写し】

(3) 入校手続き事務

入校関係書類は、別紙１「入校手続一覧表」（P32）による入校書類受付締切日まで

に、消防学校へ郵送すること。

(4) 入校決定

学校長は、入校関係書類を審査のうえ、「入校決定通知書」を消防長又は消防団長に通知

する。

(5) 入校決定後の辞退及び入校予定者の変更

入校決定後に該当者が出た場合、速やかに当校に連絡するとともに「入校辞退届」又は「入

校辞退者・入校決定者の変更申請」を提出すること。

なお、入校予定者の変更については、以下の期限までとし、やむを得ない場合に限り変更

を認める。

ア 消防職員教育の場合、初任教育は入校日１か月前まで、専科教育等は入校日２日前まで

とする。

イ 消防団員教育の場合は、入校日直近の金曜日正午までとする。

(6) 入校経費の手続き

入校経費は、別紙２「入校経費一覧表」（P33）を確認し、納入期限までに納入すること。

２ 入校者への周知

消防本部等の入校事務担当者は、入校予定者に対して次の事項について周知する。

(1) 教育訓練実施要領（P５～P25）に該当する科（講習）の記載事項を確認し、「入校時携行

品一覧表」（P26～P27）に基づく携行品等を持参し入校すること。

(2) 入校前に宅配便で荷物を発送する場合、入校日前日（土日及び祝日を除く。）の午前を指

定し、所属､氏名、教育訓練名又は講習名を記載すること。

－29－



（注）荷物を発送する場合は、事前に連絡すること。

(3) 原則として、公用車以外の自家用車等による送迎及び校内への乗り入れは禁止する。

(4) 初任教育において、６月に危険物取扱者試験乙種第４類の受験をするので、次のものを入

校時に持参させること。

なお、甲種及び乙種全類取得者を除く。

（注）受験申請は、入校後に団体受験扱いにより消防学校で一括して申請する。

ア 試験手数料（乙種 4,600 円）

（注）乙種第４類の既取得者についても、乙種第１、２、３、５、６類のいずれかを受験す

るので、その試験手数料及び既得免状を持参すること。

イ 受験票貼付用写真（１枚）

(ｱ) 縦 4.5cm×横 3.5cm であること。

(ｲ) 無帽、無背景、正面、上三分身像であること。

(ｳ) 試験日前６か月以内に撮影したものであること。

(ｴ) 枠無し、鮮明なものであること。

３ 入校関係書類提出上の注意事項

(1) 「入校推薦書」【様式第１号又は様式第１号の２】

ア 消防本部（局）名又は消防団名は、条例に規定する名称を正確に記入すること。

イ 年齢上位の者から記入すること。

ウ 氏名欄は戸籍上の正式な氏名を記入すること。

(2) 「身上調書」【様式第２号】

ア 必ず、本人が作成すること。

イ 消防本部（局）名は、条例に規定する名称を正確に記入すること。

ウ 顔写真（画像データの貼付け可）は、制服着用（初任科は私服可）、脱帽・上半身のみ

で直近６か月以内に撮影したものとする。

写真の場合は、縦 3.0 ㎝×横 2.4 ㎝とし、裏面に所属及び氏名を記載し、１枚は身上調

書に貼付し、１枚は同封すること。

画像データを貼付けた場合は、同じ画像データを顔写真台紙（P45）に貼付し、教務課

のメールアドレス（fd-school-kyomu@pref.shizuoka.lg.jp）に送信すること。

エ ［役職名記入例］

○○課長、○○係長、○○係主任、○○係員、主幹、主査、主任等

（注）課制、係制のない署・出張所等で職名がない場合は、署員・出張所員と記入する

こと。

オ 年齢は、入校日を基準とすること。

カ 最終学歴は、初任科のみ学校名・学部・学科を記入すること。

キ 職歴・家族の状況は、初任科のみ記入すること。

ク 業務別従事期間は、実際に業務として勤務した主務期間について記入すること。

ケ 現所属部署は、担当係名まで記入すること。

コ 消防学校歴は、初任科を含め全ての教育訓練の年度、名称、期別について記入すること。

サ 消防職員特別教育ホットトレーニング講習については、裏面の記入は不要とする。
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(3) 「意見書」【様式第３号】

次に該当する場合のみ提出すること。

ア 「特記事項」欄については、次の事項に該当する場合は記入すること。

(ｱ) 入校資格に「原則として・・・」と規定している階級その他から外れている。

(ｲ) 初任科、水難救助科及び救助科の入校予定者で、健康診断書結果が、再検査、要精密

検査、要受診又は要治療継続である者

(ｳ) 医師から運動制限等の指導等を受けており、ランニング不可、食物アレルギーその他

の事情により、入校予定者に対して特に配慮してもらいたい事項がある。

(ｴ) 昇任試験を受験させるため欠席する。

(ｵ) 葬儀、出産、育児、介護等により、入校推薦時に欠席しなければならない事情が予想

される者

イ 「推薦理由」欄は、アに該当する者を入校させる推薦理由を記入すること。

(4) 「職員健康診断書（写）」

ア 初任科、水難救助科及び救助科に限る。

なお、原則として、入校日１年以内に実施したものを提出すること。

また、医師による心電図検査結果を含む。

イ 水難救助科は、健康診断項目に耳鼻を追加すること。

（耳抜きが正常に出来る場合は、意見書への記入で可とする。）
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第 ３ 　 入 校 手 続 き 要 領 　 ３ ( 3 ) 「 意 見 書 」 の ア に 該 当 す る 場 合 は 提 出
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図書

教材費

視察

研修費
共益費 食費

第95期 令和6年4月12日 (金) 323,710 101,010 41,000 36,310 145,390

第32期 令和6年6月14日 (金) 74,920 42,210 9,500 3,970 19,240

第41期 令和6年9月13日 (金) 58,620 14,980 10,190 6,130 27,320

第20回 令和6年9月20日 (金) 5,230 4,620 0 50 560

第23期 令和6年9月27日 (金) 14,110 8,310 0 2,200 3,600

第26期 令和6年9月27日 (金) 30,070 11,900 0 4,590 13,580

第19期 令和6年10月25日 (金) 55,820 29,370 6,110 4,470 15,870

第38期 令和6年11月1日 (金) 25,930 12,320 0 3,390 10,220

第7回 令和6年11月15日 (金) 9,590 3,470 0 2,510 3,610

第3回 令和6年11月22日 (金) 1,640 1,500 0 140 0

第49期 令和6年11月29日 (金) 63,950 46,580 0 3,990 13,380

第34期 令和6年11月29日 (金) 47,380 33,110 0 3,630 10,640

第7回 令和6年12月27日 (金) 13,080 5,780 0 2,180 5,120

第7回 令和7年1月24日 (金) 8,620 3,150 0 1,910 3,560

第9期 令和7年2月7日 (金) 64,000 42,780 0 4,380 16,840

第7回 令和6年6月28日 (金) 780 230 0 10 540

第11期 令和6年9月20日 (金) 890 340 0 10 540

第19期 令和6年11月15日 (金) 890 340 0 10 540

第10期 令和6年11月29日 (金) 890 340 0 10 540

第16期 令和6年12月6日 (金) 890 340 0 10 540

第21回 令和7年1月17日 (金) 780 230 0 10 540

＊食事単価（税込） 朝食：410円、昼食：520円、夕食：560円、校外食：原則870円(予算範囲内で対応）

＊初任科の実務研修（5日）、夏季休暇（3日）及び救急科病院実習（3日）は、食数に含めていません。

＊救急科は入校前に教材を配布する必要があるため、早い納入期限を設定しています。

　　　　静岡銀行　興津支店　普通　０３４１０３０      静岡県消防学校　学生会計　※口座名省略不可       

内　　　　　　訳

初 任 科

（4月4日～9月25日）

水 難 救 助 科

（6月25日～7月12日）

救 助 科

（10月1日～10月29日）

　潜水士試験対策講習

（10月1日）

上 級 幹 部 科

（10月7日～10月9日）

初 級 幹 部 科

（10月10日～10月24日）

警 防 科

（11月6日～11月21日）

中 級 幹 部 科

（11月12日～11月21日）

女性消防吏員講習
（11月27日～11月29日）

　ホットトレーニング講習

（12月6日～2月19日）

火 災 調 査 科

（12月9日～12月20日）

救 急 科

（1月7日～2月28日）

※入寮：2月12日～2月21日

指令センター員講習

（1月14日～1月17日）

実践的大規模災害対応講習

（2月5日～2月7日）

予防査察・危険物科

（2月25日～3月13日）

女性消防団員研修会

（7月7日)

指揮幹部科現場指揮課程

（9月29日）

警 防 科
（11月24日）

指揮幹部科分団指揮課程

（12月8日）

初 級 幹 部 科

（12月15日）

災 害 対 策 講 習

（1月26日）

（1人当たり　単位：円）

○入校･受講経費の納入

　入校経費は、消防本部、消防団又は市町ごと一括して、納入期限までに指定口座へ納入してください。

　　【指定口座】

　　＊入校・受講経費の請求書及び領収書は、原則として発行しません。

　　　ただし、会計上特に必要な場合は、その旨を総務課へお知らせください。

　　＊入校・受講経費は、原則として返金はしません。ただし、入校辞退・退校の場合は

　　　その時期によって、発注済みでない内訳額の返金に応じます。

教　育　種　別
（訓練実施期間）

納入期限 合計

消
防
団
員

消
　
　
防
　
　
職
　
　
員

別紙２

入校経費一覧表
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余白

－34－



第 ４

入校関係書類



様式第１号（細則第３条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

入 校 推 薦 書

年 月 日

静岡県消防学校長 様

消防本部名

任命権者名

静岡県消防学校教育訓練規程第14条の規定に基づき、消防職員 教育

科・講習（第 期・回）の学生として下記の者を推薦します。

記

階 級
（ふりがな）

氏 名 階 級
（ふりがな）

氏 名

１ ６

２ ７

３ ８

４ ９

５ 10
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継続紙

階 級
（ふりがな）

氏 名 階 級
（ふりがな）

氏 名
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様式第１号の２（細則第３条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

入 校 推 薦 書（消防団員用）

年 月 日

静岡県消防学校長 様

消防団名

団 長 名

静岡県消防学校教育訓練規程第14条の規定に基づき、消防団員 教育

科 課程･講習(第 期･回）の学生として下記の者を推薦します。

記

※年齢は、入校日を基準とする。

事務担当課(係)名

担 当 者 職 氏 名

電 話 番 号

メールアドレス

階 級
（ふりがな）

氏 名
生年月日
年齢・性別

連絡先

食物アレルギーが有る場合の内容

１
年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

２
年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

３
年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

４
年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

５
年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －
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継続紙

階 級
（ふりがな）

氏 名
生年月日
年齢・性別

連絡先

食物アレルギーが有る場合の内容

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －

年 月 日

（ 歳） 男・女

℡（ ） －
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様式第２号（細則第３条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

身 上 調 書 令和 年 月 日記入 (表)

※ 入校者本人が作成すること。

※ 年齢は入校日、また業務別従事期間は入校月を基準とする。

※ 個人情報の一部について（本部名、氏名、階級、年齢）は、学生名簿作成のため使用し、名簿は

学生及び学校関係者に配布する。

※ 消防職員特別教育ホットトレーニング講習については、裏面の記入は不要とする。

科 別 科・講習 第 期･回

消防本部名

階 級 役 職 名

（ふりがな）

氏 名
生年月日 年 月 日( 歳) ( 男・女 )

血液型

型

ＲＨ (＋・－)

住 所

〒

℡（ ） －

緊急連絡先

（住所・氏名(関係)）

〒

℡（ ） －

共済組合員証番号 記 号 番 号

最終学歴

（初任科のみ）

（学校名・学部・学科）

職 歴

（初任科のみ）

会社名

自 年 月 日 ～ 至 年 月 日

拝命年月日 年 月 日 拝命

業務別従事期間

業務区分 主務期間 業務区分 主務期間

本

部

総務 年 月

署

所

警防隊員 年 月

警防 救急隊員

予防 救助隊員

その他 その他

合計 年 月

所属部署

（担当係）
自 年 月 配属

消防学校歴

年度 初任（ 科・ 課程 ・ 講習 ） 第 （ 期 ・ 回 ）

年度 （ 科・ 課程 ・ 講習 ） 第 （ 期 ・ 回 ）

年度 （ 科・ 課程 ・ 講習 ） 第 （ 期 ・ 回 ）

年度 （ 科・ 課程 ・ 講習 ） 第 （ 期 ・ 回 ）

年度 （ 科・ 課程 ・ 講習 ） 第 （ 期 ・ 回 ）

写 真
・上半身

・脱帽

・制服着用

・縦 3.0 ㎝

・横 2.4 ㎝
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（裏）

免許・資格

※ 該当するものに○印を記入し、種類等を記入すること。

自動車運転免許（ 普通 ・ 普通<ＡＴ限定>・ 中型 ・ 大型 ）

救急救命士免許（免許登録番号 ）・受験資格 有

看護師免許

危険物取扱者免状（種類 ）

消防設備士免状 （種類 ）

潜水士免許

陸上特殊無線技士免許（種類 ）

移動クレーン（ ５㌧未満 ・ ５㌧以上 ）

玉掛技能講習

第２種酸素欠乏危険作業主任者

防火対象物点検資格者

消防設備点検資格者

防火管理者

応急手当指導員

予防技術資格者（ 防火査察 ・ 消防用設備等 ・ 危険物 ）

JPTEC 資格状況【プロバイダー・インストラクター】

認定番号 認定年月日

家族の状況

（初任科のみ）

氏 名 続柄 年齢 職 業

食物アレルギー

について

有 ・ 無

（いずれかに○）

＜有の場合、以下のことについて詳細に記入すること＞

１ 食品、材料名：

２ 必要となる配慮：

（アレルゲンの除去、調味料の制限、コンタミネーション対応の必要性等）

３ 発症する症状：

４ エピペンの所持（ 有 ・ 無 ）、使用歴（ 有 ・ 無 ）

※コンタミネーションとは…食品を生産する際、原材料として使用していないにもかかわらず、調

理機器等に付着したアレルギー物質が微量混入してしまうこと。

備 考
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様式第３号（細則第３条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

意 見 書

次の事項に該当する場合に記入すること。「なし」の場合は、提出しなくてよい。

＊入校資格に「原則として・・・」と規定している階級その他から外れている。

＊入校期間中に通院その他の理由により、欠席又は外出（外泊）する。

＊昇任試験等により、予め欠席することが明らかな場合など、入校者に対し特に配慮してもらい

たい事項がある。

科 別 科・講習 第 期･回

氏 名

特記事項

推薦理由

－41－



様式第７号（細則第７条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

※ 辞退者が複数である場合、表の行を増やし記入する。

入 校 辞 退 届

年 月 日

静岡県消防学校長 様

消防本部（団）名

任命権者（団長）名

消防職員（団員） 教育 科・講習（第 期・回）の入校生として入校決定

を受けた下記の者について、静岡県消防学校教育訓練規程第 17 条第１項の規定に基づき

入校を辞退します。

記

階 級
（ふりがな）

氏 名
辞 退 理 由

－42－



様式第７号の３（細則第８条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

※ 辞退理由は具体的に記入すること。

※ 辞退理由について関連資料等がある場合、添付すること。

※ 辞退者が複数である場合、表としてもよい。

※ 新たに入校推薦する消防職員については、身上調書等を添付すること。

入校辞退者・入校決定者の変更申請

年 月 日

静岡県消防学校長 様

消防本部（団）名

任命権者（団長）名

消防職員（団員） 教育 科・講習（第 期・回）の入校生として、

年 月 日付け消学教第 号により入校決定を受けた下記の職員（団

員）について、止むを得ない理由が生じましたので、入校を辞退し新たな職員(団員)

の入校を申請いたします。

記

１ 辞退する職員(団員)

階級 氏名

辞退理由

２ 新たに入校推薦する職員（団員）

階級 氏名

生年月日 年 月 日（ 歳） 男・女

連絡先 TEL（ ） －

食物アレルギーが有る場合の内容（ ）
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様式第 11 号（細則第 14 条第 1 項関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

退 校 届

消防職員（団員） 教育 科・講習（第 期・回）に入校中の

学生は、下記の理由により退校したいので、静岡県消防学校教育訓練規程第

24 条第１項に基づき退校届を提出します。

記

所 属

階 級

氏 名

退校理由

静岡県消防学校長 様

年 月 日

消防本部（団）名

任 命 権 者 名

－44－



（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

顔写真台紙
消防本部名

※入校推薦書記載の番号と同一番号に写真を貼付けること。

※PDF データとせず、Word データのまま教務課のメールアドレスに送信すること。

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

－45－



（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

通 学 届

消防職員 教育 科・講習（第 期・回）について、下記のとおり公共

交通機関以外を利用して通学するので提出します。

記

１ 氏名

２ 期間

３ 通学手段

４ 理由

５ 車両

静岡県消防学校長 様

年 月 日

消防本部名

任命権者名
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初任科支給品サイズ調査表

消防本部名

注 下記サイズ基準表を確認し、記入すること。

１ トレーニングウェア、Ｔシャツ、ハーフパンツ及び革手袋はＳ～XO で記入し、編上靴は 0.5

ｃｍ単位で記入すること。

なお、支給時における編上靴のサイズ変更はできないので、所属で支給される編上靴のサイ

ズを参考に記入すること。

２ サイズ基準表

概ね次の基準により、記入すること。 (単位 ｃｍ)

※ 上記表に該当しない場合は、調査表に実寸を記入すること。

品名

氏名

トレーニング

ウェア Ｔシャツ
ハーフ

パンツ
編上靴 革手袋 備考

上 下

Ｓ Ｍ Ｌ Ｏ ＸＯ

身 長 162～168 167～173 172～178 177～183 182～188

胸 囲 85～91 89～95 93～99 97～103 101～107

ウエスト 71～77 75～81 79～85 83～89 87～93

太 股 48～53 50～55 52～57 54～59 57～62

（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）
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継続紙

品名

氏名

トレーニング

ウエア Ｔシャツ
ハーフ

パンツ
編上靴 革手袋 備考

上 下

－48－



第 ５
令和４年度教育訓練実績



余白
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令和４年度教育訓練実績

区分 教 育 科 実 施 年 月 日
実施日数

(実日数)

消

防

職

員

初任教育 初 任 科 第 93期 令和４年４月６日 ～ ９月 28日 114

幹部教育

上 級 幹 部 科 第 21期 令和４年 10月 12 日 ～ 10 月 14 日 3

中 級 幹 部 科 第 36期 令和４年11 月 22 日 ～ 12 月２日 8

初 級 幹 部 科 第 24期 令和４年10 月 17 日 ～ 10 月 28 日 10

専科教育

救 助 科 第 39期 令和４年10 月５日 ～ 11 月２日 20

警 防 科 第 17期 令和４年 11月 16 日 ～ 12 月２日 12

予防査察・危険物科 第７期 令和５年３月１日 ～ ３月 17日 13

救 急 科 第 32期 令和５年１月 10日 ～ ３月１日 36

火 災 調 査 科 第 47期 令和４年 12月 12 日 ～ 12 月 23 日 10

特別教育

水 難 救 助 科 第 30期 令和４年６月 28日 ～ ７月 15日 14

潜水士試験対策講習 第 18回 令和４年10 月 11 日 1

女性消防吏員講習 第５回 令和４年12 月５日 ～ 12 月７日 3

ホットトレーニング講習 第１回
令和４年 12 月 14 日 ～ 令和５年３月 15 日

の期間で計８日間実施
8

指令センター員講習 第５回 令和５年１月 17日 ～ １月 20日 4

実践的大規模災害対応講習 第５回 令和５年２月８日 ～ ２月10 日 3

小 計（Ａ） 259

消
防
団
員

幹部教育

初 級 幹 部 科 第 14期 令和４年 12月 18 日
1

指揮幹部科現場指揮課程

(消防団員指導員研修)
第９期 令和４年 10月２日 1

指揮幹部科分団指揮課程 第８期 令和４年 12月 11 日 1

専科教育 警 防 科 第 17期 令和５年３月５日 1

特別教育

女性消防団員研修会 第５回 令和４年７月 10日 1

災 害 対 策 講 習 第 19回 令和５年２月 19日 1

小 計（Ｂ） 6

そ

の

他

「県民の日」消防学校訓練体験
令和４年８月 19日

（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大の影響で中止）
0

県新規採用職員危機管理講座 令和４年 10月５日 ～ 10 月７日 3

民間防火組織指導者消防学校体験入校 令和４年 11月 18 日 1

原子力規制庁火災防護訓練等実務研修 令和４年 12月８日 ～ 12 月９日 2

小 計（Ｃ） 6

合 計 （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ） 271
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実施時間 受講人数 受 講 者 対 象 者 備 考

787 96 消防士 96（退校１） 修了95

21 11 消防監２、司令長６、司令３

56 18 消防司令 17、司令補１

70 15 消防司令補 15

140 45 士長 27、副士長 10、消防士８

84 44 消防司令補 31、士長 11、副士長２

91 48 消防司令補７、士長 33、副士長７、消防士１

252 119 消防司令補５、士長 43、副士長 13、消防士 58（退校１） 修了 118

70 60 消防司令１、消防司令補 14、士長 32、副士長１、警察官 12

98 23 士長５、副士長７、消防士 11

7 19 消防司令補１、消防士長３、副士長２、消防士 13

21 10 消防士長５、副士長２、消防士３

48 199
消防司令 53、消防司令補 72、消防士長 41、

消防副士長 17、消防士 16

28 16 消防司令補６、士長５、副士長４、消防士１

21 19 消防司令３、司令補 10、士長６

1,794 742

12 47
本部長１、分団長７、副分団長３、部長４、班長 31、団員

１

一部 WEB 講義を実施

（事前に動画配信）

14 57
本部長４、副本部長４、分団長３、副分団長７、部長９、

班長 28、団員２

一部 WEB 講義を実施

（事前に動画配信）

10 61
本部長９、副本部長７、分団長 14、副分団長８、部長 18、

班長３、団員２

一部 WEB 講義を実施

（事前に動画配信）

12 63
副本部長２、分団長４、副分団長５、部長４、班長 23、団

員 25

一部 WEB 講義を実施

（事前に動画配信）

5 31 分団長２、副分団長２、部長４、班長８、団員 15

6 63
本部長１、分団長６、副分団長２、部長８、班長 16、団員

30

59 322

0 0

21 213 県新規採用職員

5 48 幼年・少年消防クラブの指導員、民間防火団体の役員等

10 15
原子力規制事務所の原子力運転検査官、原子力安全審査官

等

36 276

1,889 1,340
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ローソン 興津郵便局 

宅急便 

セブン 
イレブン 

・ドラック 
ストアー 

 

正門 

消防学校 

新幹線 

東名高速道路 

東海道本線 

国道１号バイパス 

 

 

興津駅 

消防学校案内図 

 

 

                                                  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

   

 

 

 

  

・ＪＲ興津駅よりタクシーで約10分 （距離 2.6Km）  

                                    

 ・静鉄バス利用の場合 興津駅より「但沼
ただぬま

車庫行き」約10分 (240円 )、消防学校前下車 徒歩５分 

興津小学校 

至 富士沼津方面 至 静岡方面 

駿河健康ランド 

どちらかを左折

してください。 
道幅が狭いので

ご注意ください。 
 

八木間町北 
信号機 

甲府・身延方面 
国道５２号線 

至 甲府方面 

静岡市 
谷津浄水場 

佐野内科 

消防学校前バス停 

【注】進入禁止 
ＡＭ７：００～８：００ 

国道 52 号線 


